
政
令
第
二
百
五
十
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
十

三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
（
イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
、
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
銀
、
ク
ロ
ム
、
コ
バ
ル
ト
、
す
ず
、
タ

リ
ウ
ム
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
タ
ン
タ
ル
、
銅
、
鉛
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
白
金
、
ハ
フ
ニ
ウ
ム
、
フ
ェ
ロ
バ
ナ
ジ
ウ
ム
、
マ
ン

ガ
ン
、
モ
リ
ブ
デ
ン
又
は
ロ
ジ
ウ
ム
に
あ
つ
て
は
、
粉
状
の
も
の
に
限
る
。
）

第
十
八
条
第
一
号
の
二
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
十
九
号
中
「
前
各
号
」
を
「
別
表
第
九
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
十
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。



第
十
八
条
の
二
中
「
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

別
表
第
九
に
掲
げ
る
物

二

別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

三

別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
号
８
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）

で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

第
十
八
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ

し
書
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
、
第
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

別
表
第
九
中
「
名
称
等
を
」
の
下
に
「
表
示
し
、
又
は
」
を
、
「
有
害
物
（
」
の
下
に
「
第
十
八
条
、
」
を
加
え
、
同
表

第
六
百
三
十
四
号
及
び
第
六
百
三
十
五
号
を
削
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）



第
二
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
第
二
号
中
「
第
五
十
七
条
の
三
及
び
第
五
十
七
条
の
四
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
及
び
第
五
十
七
条
の
五
」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行

の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）



３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

化
学
物
質
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
際
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


